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人権身の上相談
勤め先、そのほかで、人権を侵害されたとか、身の上のことでお困りのとき、どうぞご利用くださ

い。東京法務局職員・足立区人権擁護委員が相談に応じます。相談の秘書は堅く守ります。相談日は

毎月第3金曜日、午後1時~4時。区役所( 1階)区民相談室。

ゴ
ミ
減
量
は
み
ん
な
の
手
で

過
剰
包
装
の
追
放
に
ご
協
力
を

昨
年
九
月
、
江
東
区
の
夢
の
鳥
埋
め
立
て
問
題
に
端
を
発
し
て
、
ゴ
ミ
処
理
問
題
は
社
会
的
に
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
'
プ

さ
れ
、
『
ゴ
ミ
戦
争
』
宣
言
が
発
せ
ら
れ
る
に
至
り
ま
し
た
.
ゴ
ミ
の
処
理
に
は
I
ト
ン
当
り
約
七
千
円
も
の
経
費
が
か
か

る
と
い
わ
れ
.
む
だ
を
な
く
し
、
ゴ
ミ
を
へ
ら
す
運
動
が
各
地
で
お
こ
さ
れ
ま
し
た
が
.
一
向
に
ゴ
ミ
は
へ
る
様
子
も
あ
り

ま
せ
ん
.
そ
こ
で
、
足
立
区
新
生
清
運
励
推
進
委
員
会
(
会
長
岡
崎
十
止
雄
区
長
)
で
は
.
足
立
区
消
費
者
友
の
会
、
商
店

街
振
興
組
合
連
合
会
、
町
会
連
合
会
な
ど
の
協
力
を
え
て
.
ゴ
ミ
減
量
運
助
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
.
こ
れ
か

ら
歳
末
を
ひ
か
え
贈
答
な
ど
が
た
く
さ
ん
出
ま
わ
り
ま
す
の
で
.
区
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
.

世
は
ま
さ
に
大
型
消
費
時
代
「
消
費

は
美
徳
」
な
ど
の
言
葉
さ
え
生
ま
れ
て

い
ま
す
。
た
し
か
に
消
費
生
活
が
向
上

す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
す
が
。

消
賢
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
ゴ
ミ

の
最
が
増
え
て
き
ま
す

。

包
装
も
値
段
の
う
ち

最
近
の
商
品
は
包
装
が
り
っ
ぱ
に
な

り
ま
し
た
。
必
要
以
上
の
包
装
、
こ
れ

が
ゴ
ミ
の
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
ま

す
.同

じ
品
物
を
賈
う
な
ら
.
包
装
の
よ

い
、
見
ば
え
の
よ
い
方
を
選
ぶ
で
し
″

う
.
し
か
し
.
売
手
方
は
.
包
装
代
を

ち
ゃ
ん
と
計
算
し
て
値
段
に
含
ん
で
い

る
の
で
す
.

極
端
な
例
が
冠
婚
郵
祭
な
ど
の
贈
り

物
・
記
念
品
・
引
出
物
な
ど
で
す
.
中

身
の
二
十
%
か
ら
三
十
%
の
包
装
代
は

普
通
で
す
.
な
か
に
は
包
装
代
が
品
物

の
四
十
%
を
占
め
る
も
の
が
あ
る
の

で
.
賈
う
方
は
.
中
身
を
も
ら
う
の
か
.

包
装
を
も
ら
う
の
か
.
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
.

消
費
者
も
.
品
物
を
貿
え
ぱ
包
装
を

し
て
も
ら
う
の
は
当
然
と
考
え
て
い
ま

す
し
.

商
店
の
方
で
も
.
包
装
は
当
然

と
考
え
て
.
手
間
や
経
費
を
か
け
て
い

る
わ
け
で
す
.

買
い
も
の
に
は

入
れ
物
を
持
っ
て

そ
こ
で
.
ゴ
ミ
を
少
し
で
も
少
な
く

す
る
に
は
、
余
分
な
包
装
を
断
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
そ
れ
に
は
。
買
い
物
の

際
。
入
れ
物
を
持

。て
い
く
こ
と
が
ど

う
し
て
も
必
要
で
す
。
水
気
が
も
れ
る

食
料
品
な
ど
を
除
い
て
。
衣
料
品
・
雑

貨
槊
・
野
粟
な
ど
は
。
包
装
を
断
る
よ

う
な
習
慎
づ
け
を
、
ぜ
ひ
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

ま
た
、
商
店
側
は
、
こ
の
よ
う
な
お

客
さ
ん
に
対
し
て
は
。
何
ら
か
の
方
法

で
包
装
分
を
還
元
す
る
よ
う
考
え
て
く

だ
さ
い
。

前
記
の
諸
団
体
で
は
、
以
上
の
よ
う

な
過
剰
の
包
装
を
追
放
し
て
い
た
だ
く

た
め
、
区
民
の
み
な
さ
ん
の
意
識
を
少

し
で
も
高
櫑一
す
る
よ
う
ス
テ
ッ
カ
ー
を

各
家
庭
と
商
店
に
配
付
い
た
し
ま
す
。

覃
庭
で
は
台
所
に
、
商
店
は
店
先
に

貼
っ
て
、お
互
い
に
過
剰
包
装
の
追
放

。

ゴ
ミ
を
威
ら
す
運
動
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

ゴミはポリバケツに

入れて
出してください

過剰包装によりゴミはふえるばかり

秋を飾る〝菊〟

大輪の福助づくり

去
る
十
月
三
十
日
か
ら
十

一
月
二
日
ま
で
の
四
日
閲
、

区
役
所
一
階
ロ
ビ
ー
で
大
輪

の
裲
助
づ
く
り
展
示
会
が
行

な
わ
れ
ま
し
た
.
(

写
真
)
　

こ
れ
は
.
足
立
区
花
卉
農

業
協
同

組
合
が
長
年
研
究

し
.
大
輪
の
品
種
改
良
を
行

な
い
.
背
丈
二
〇
？
五
〇
り

μ

の
菊
を
開
発
し
た
も
の

で
.
全
国
で
も
珍
し
く
.
こ

と
し
初
め
て
一
般
に
お
目
見

え
し
ま
し
た
.
今
ま
で
の
大

輪
の
菊
は
背
丈
か
一
廿
も
あ

り
、
愛
好
家
が
観
賞
用
と
し

て
栽
培
す
る
だ
け
で
.
一
般

に
は
市
販
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。最

近
。
団
地
な
ど
が
増
え

菊
の
愛
好
家
も
多
く
な
っ
て

い
ま
す
が
。
庭
な
ど
で
栽
培

し
手
軽
に
楽
し
む
こ
と
は
な

か
な
か
で
き
ま
せ
ん
の
で
切

り
花
の
菊
で
楽
し
む
程
度
で

し
た
。
こ
の
裲
助
づ
く
り
が

闘
発
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
。

団
地
に
住
む
方
は

も
ち
ろ

ん
、
一
般
の
家
庭
の
万
に
も

手
軽
に
鉢
植
え
の
ま
ま
玄
関

や
テ
レ
ビ
の
上
な
ど
に
置
い

て
菊
の
美
し
さ
を
味
わ
っ
て

も
ら
え
る
こ
と
で
し
ょ
う

。

ま
た
、
切
り
花
と
違
っ
て
す
ぐ
枯

れ
る
こ
と
は
な
く
長
持
ち
し
ま
す
。

こ
と
し
が
初
め
て
な
の
で

。
数
は

少
な
い
で
す
が
市
販
さ
れ
て

い
ま

す
。
価
格
は
五
百
円
か
ら
六
百
円
。

老人医療証の制度が変わります

―
医
療
証
の
切
り
替
え
に
ご
注
意
―

七
十
歳
以
上
の
老
人
を
対
象
と
し
た

老
人
医
療
証
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
先

に
老
人
福
祉
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
。

昭
和
四
十
(
年
一
月
一
日
よ
り
国
の
老

人
医
療
無
料
制
度
が
発
足
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
医
東
証
の
切
り
譬
え
に
つ
い
て

国
の
制
度
の
発
足
に
伴
い
、
現
在
使

用
し
て
い
る
す
べ
て
の
マ
ル
福
医
療
証

を
。
次
に
よ
り
昭
和
四
十
(
年
一
月
一

日
付
で
切
り
瞽
え
を
行
な
い
ま
す
。

▽
現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
都
の
医
療
証

は
、
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
し
か
使
用

で
き
ま
せ
ん
。

▽
昭
和
四
十
(
年
一
月
一
日
よ
り
使
用

す
る
医
療
証
は
、
国
又
は
都
の
制
度
対

象
者
に
十
二
月
末
ま
で
に
係
よ
り
送
付

さ
れ
ま
す
。
山
た
だ
し

。
被
用
者
保
険

の
被
扶
養
者
の
方
に
は
係
よ
り
往
復
は

が
き
で
、
被
用
者
保
険
の
種
別
・
名
称

・
肥
号
番
号
・
付
加
給
付
の
有
無
等
に

つ
い
て
照
会
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず

期
日
ま
で
に
回
答
し
て
く
だ
さ
い

咄

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
方
に

は
、
往
復
は
が
き
は
送
付
し
ま
せ
ん

■国の制度

▽
医
療
証
の
交
付
を
受
け
ら
れ
る
対
一

・・・区
内
に
住
ん
で
い
る
七
十
歳
以
上
の

方
で
.
次
の
す
べ
て
に
骸
当
し
て
い
る

こ
と

田
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
、

又
は
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者

口
太

人
お
よ
ぴ
配
偶
者
.
扶
養
義
務
者
の
所

得
が
政
令
で
定
め
る
蕃
準
額
以
下
で
あ

る

即
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
睿

け
て
い
な
い

▽
医
療
証
の
名
称
・・・
マ
ル
寿
の
老
人
魘

廡
費
受
給
者
証

■
都の制度

国
の
制
度
が
発
足
す
る
昭
和
四
十
(

年
一
月
一
日
以
後
も
存
続
し
ま
す
。

▽
都
の
医
東
証
を
受
け
ら
れ
る
対
象
・・・

区
内
に
住
ん
で
い
る
七
十
歳
以
上
の
万

(た
だ
し
.
国
民
年
金
法
で
規
定
す
る

二
級
程
度
以
上
の
障
害
が
あ
る
時
は
、

六
十
五
歳
以
上
)
で
.
次
の
す
べ
て
に

骸
当
し
て
い
る
こ
と

山
国
の
医
東
証

の
交
付
を
受
け
て
い
な
い

閊
本
人
の

所
得
に
つ
い
て
.
所
得
税
又
は
住
民
税

が
課
せ
ら
れ
て
い
な
い

即
そ
の
他
、

国
の
条
件
と
同
じ

▽
医
療
証
の
名
称
・・・
マ
ル
福
医
療
証
　

医
療
証
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
.

区
役
所
老
人
助
成
係
へ
ど
う
ぞ
.

都
住
入
居
者
募
集
(地
元
割
当
)

十
二
月
四
日
(
月
)
～
九
日
(
土
)

足
立
区
に
割
り
当
て
ら
れ
た
都
営
住

宅
五
百
四
十
二
戸
分
の
入
居
者
募
集
を

次
の
と
お
り
行
な
い
ま
す
。

口
用
紙
交
付
期
間

十
二
月
四
日
(
月
)
？
九
日
(
土
)

た
だ
し
、
土
昭
日
は
午
前
中
で
す
。

口
用
紙
交
付
場
所

区
役
所
一
階
区
民
都
管
理
課
・
区
役

所
第
二
庁
舎
・
各
出
張
所

口
受
付
期
間

郵
送
は
、
十
二
月
十
二
日
(
火
)
ま
で

の
消
印
か
あ
り
、
十
三
日
(
水
)
ま
で

に
足
立
郵
便
局
に
到
着
し
た
も
の

。

ま
た
は
、
十
二
月
十
二
日
(
火
)
ま

で
に
区
役
所
一
階
区
民
部
管
理
課
に

持
参
し
た
も
の
に
限
り
有
効
で
す
。

口
募
集
す
芯
住
宅
と
戸
数
(
今
回
か
ら

第
一
種
収
入
の
世
帯
に
も
、
母
子
・

老
人
・
心
身
障
害
者
世
帯
向
住
宅
が

で
き
ま
し
た
)

第
一
租

辰
沼
町
三
〇
九
ほ
か
I
五
十
(
戸

中
央
本
町
四
丁
目
二
〇
I
(

十
七
戸

西
保
木
闃
一
丁
目
ニ

ー

十
五
戸

西
保
木
閭
二
丁
目
一
六
上
一
十
四
戸

花
畑
町
五
六
五
一
ほ
か
I
百
三
十
九

戸花
畑
町
二
(
三
九
一

三
十
二
戸

!
一
種

西
保
木
閭
一
丁
目
ニ

ー

エ
十
二
戸

西
保
木
間
二
丁
目
一
六一

二
十
七
戸

花
畑
町
五
六
五
一
ほ
か
I
九
十
七
戸

花
畑
町
二
(
三
九
―
十
五
戸

平
野
三
丁
目
(
―
十
一
戸

母
子
世
帯
向
住
宅

第
一
租

西
保
木
間
二
丁
目
一
六
一
四
戸

第
二
種

花
畑
町
五
六
五
一
ほ
か
I
(

戸

老
人
世
帯
向
住
宅

第
一
種

辰
沼
町
三
〇
九
ほ
か
一
四
戸

第
二
種

花
畑
町
五
六
五
一
ほ
か
I
(

戸

心
身
障
害
者
世
帯
向
住
宅

第
一
種

花
畑
町
五
六
五
一
ほ
か
一

九
戸

第
二
種

花
畑
町
五
六
五
一
ほ
か
I
六
戸

問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
区
民
部
管

理
課
へ
ど
う
ぞ
。

「
写
真
で
見
る
足
立
区

4
0年
の
あ
ゆ
み
」で
き
る

区
制
四
十
周
年
を
記
念
し
た
写
具
集

「
写
真
で
見
る
足
立
区
四
十
年
の
あ
ゆ

み
」
が
こ
の
ほ
ど
で
き
上
が
り
ま
し

た
。(
写
X
)

掲
載
さ
れ
た
四
百
十
七

枚
の
写
冥
は
、
足
立
区
が
で
き
た
昭
和

七
年
か
ら
の
町
の
様
子
々
と
ら
え
た
も

の
で
。
区
内
の
移
り
変
わ
り
が
一
目
で

わ
か
り
ま
す
。

昭
和
初
年
の
千
住
の
祭
り
や
。
戦
粂

で
明
け
暮
れ
た
十
年
代
の
様
子

。
今
ほ

な
き
「
お
ば
け
煙
突
」
・
「
千
住
の
放

火
」
な
ど
背
な
つ
か
し
い
写
真
が
当
時

を
物
曙
っ
て
く
れ
ま
す
。

予
約
申
込
み
を
い
た
だ
い
た
方
々
に

は
。
先
日
頒
布
し
品
切
に
な
り
ま
し
か

が
、
好
評
な
の
で
増
刷
い
た
し
ま
す
。

ご
希
望
の
方
に
は
。
二
十
七
日
以
降
R

役
所
広
報
課
で
実
費
頒
布
し
ま
す
。

ま
た
、
昭
和
二
十
三
年
九
月
か
ら
こ

と
し
の
三
月
ま
で
の
「
区

の
お
知
ら

せ
」
を

】冊
に
ま
と
め
た
縮
刷
版
も
月

末
に
で
き
ま
す
。
こ
の
あ
と
。
新
一
版

『
足
立
の
歴
史
』
が

来
年

一
月
に
。

「
足
立
区
年
表
」
が
三
月
に
そ
れ
ぞ
れ

刊
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。

図書館・区民福祉センターだより

・
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

東
綾
瀬
一
丁
目
五
-
一
七
I
(

○
五
-
七
一
〇
一

■
お
話
し
と
ス
ラ
イ
ド

十
一
月
二
十
五
日
(
土
)
・・・
ヶ
チ
六
他

十
二
月
二
日
(
土
)
・・・
ま
け
う
さ
き
他

十
二
月
十
六
日
(
土
)
・・・

と
っ
く
り
ひ
っ
つ
く
他

時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
三
時
か
ら

回
年
忘
れ
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
の
集
い

十
二
月
十
七
日
(
日
)
午
後

一
時
三
十
分

■
釐
付
教
室

十
二
月
五
日
(
火
)
午
前
十
時

■
百
人
一
甘
鑠
一
会
(
対
象
小
学
生
)

十
二
月
九
日
(
土
)
午
後

三
時

■
も
ち
つ
き
大
会

十
二
月
十
日

言
)

午
前
十
時

■
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス

十
二
月
九
日
(
土
)
午
後
二
時

・
中
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

関
原
二
丁
目
一
〇
-
一
〇

啻
八
八
九
-
一
四
八
四

■
子
ど
も
映
画
会

十
一
月
二
十
六
日
(
日
)
午
後
一
時
三
十
分
・・・

カ
ミ
ナ
リ
ゴ
ロ
ッ
ペ
・
組
の
制
服

■
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
(
白
鳥
と
花
)

十
一
月
二
十
二
日
(
水
)

午
後
一
時

・
西
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

鹿
浜
二
丁
目
二
四
1
二

甞
(
九
七一
苙
〇
一
六

■
子
ど
も
映
画
会

十
一
月
二
十
六
日
(
日
)
午
後
二
時
・・・
風
光
る

日
に
ほ
か

■
版
画
教
室

十
一
月
二
十
二
日
(
水
)
・
二
十
九
日
(
水
)
午
後

二
時□

千
住
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

千
住
元
町
二
四
!
一
　
曹
(
ハ
ニ
ー
ニ
七
六
五

■
第
一
回
囲
一
大
会

十
一
月
二
十
九
日
(
水
)
午
前
十
時
三
十
分

区
内
在
住
六
十
歳
以
匕
の
方

申
込
み
は
、
二
十
六
日
ま
で
に
セ
ン

タ
ー
事
務
室
へ

■
子
ど
も
映
画
会

十
一
月
二
十
六
日
(
日
)
午
後
一
時
三
十
分
・・・

あ
ぷ
な
い
道
・
し
く
じ
っ
た
遭
化
ガ
ラ
ス

《
各
セ
ン
タ
ー
と
も
休
館
日
は
.
月
一

日
・
祝
祭
日
で
す
)

□
中
央
図
書
館

梅
田
七
丁
目
一
三
-
一

啻
八
四
〇
一
四
六
四
六

▽
映
田
会

十
一
月
二
十
六
日
(
日
)
午
前
十
一
時
・・・
産
文
の
多
い

料
理
店
・
雷
だ
る
ま
の
お
使
い

▽
レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト

十
一
月
二
十
六
日
(
日
)
正
午
・・・
グ
レ

ン
ミ
ラ
ト
大
全
集
I
イ
ン
ザ
ム
ー
ド
他

□
千
住
図
書
館

千
住
竜
田
町
七
亠
一

啻
八
八
一
-
一
九
九
四

‐

‐-

▽
映
直
会

十
一
月
二
十
六
日
(
日
)
・
十
二
月
三
日
(
日
)
午
前

九
時
半□

宮
城
図
書
館宮

城
一
丁
目
二
七
一
(

曾
九
一
三
-
○
四
六
〇

▽
映
画
会

十
一
月
二
十
五
日
(
土
)
午
後
二
時

□
新
田
図
書
館新

田
三
丁
目
一
四
-
一

零
九
一
二
-
一
七
六
七

▽
映
画
会

十
一
月
二
十
五
日
(
土
)
午
後
二
時

(各
図一
館
と
も
休
館
日
は
月
皿
日
で
す
)

一一 一 一一 …
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家
庭

食品添加物のはなし

農
薬
を
使
っ
て
い
な
い
野
粟
と
か

漂
白
し
て
い
な
い
穹
パ
ン
と
か
.
い

わ
ゆ
る
「
自
然
食
」
が
た
い
へ
ん
な

人
気
を
博
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
.

食
料
品
の
工
業
化
が
進
ん
で
い
る
今

日
、
そ
の
普
及
は
な
か
な
か
む
ず
か

し
い
よ
う
で
す
.

日
常
.
私
た
ら
は
好
む
と
好
ま
ざ

る
と
に
か
か
わ
ら
ず
.
ほ
と
ん
ど
添

加
物
入
の
食
品
を
口
に
入
れ
て
い
ま

す
.
な
か
に
は
栄
養
価
値
を
増
す
た

め
に
ビ
タ
ミ
ン
剤
を
加
え
た
の
も
あ

り
ま
す
が
、
問
題
に
な
る
の
は
、
保

存
料
(
防
腐
剤
)
、
昔
色
料
.
蠹
百

剤
、
｀
'香
料
、
甘
味
料
な
ど
の
添
加

物
で
す
.

こ
う
し
た
添
加
物
か
無
害
と
認
め

ら
れ
た
も
の
な
ら
心
配
あ
り
ま
せ
ん

が
.
た
と
え
ば
、
鮮
度
の
落
ち
た
鯨

肉
や
タ
ラ
コ
に
着
色
し
て
新
鮮
に
み

せ
か
け
た
り
、
天
然
果
汁
で
な
い
の

に
味
や
香
や
色
を
つ
け
て
、
さ
も
天

然
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
イ
ン

チ
キ
食
品
に
は
、
お
う
お
う
に
し
て

有
害
物
質
を
含
ん
で
い
て
、
そ

れ
ら
が
人
体
に
何
ら
か
の
悪
彫

櫑
を
及
ぼ
す
と
い
う
不
安
が
あ

る
こ
と
で
す
。

も
と
よ
り
、
た
と
え
少
ま
で

あ
っ
て
も
長
い
期
間
そ
れ
を
食

べ
る
と
。
人
体
に
書
を
与
え
る

可
能
性
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て

は
。
食
品
衛
生
法
で
便
用
基
準

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
発
ガ

ン
性
の
あ
る
も
の
、
呼
吸
障
害

を
起
こ
す
も
の
、
胃
腸
や
肝
臓

・
じ
ん
臓
に
障
害
を
起
こ
す
も
の
な

ど
コ
ワ
イ
も
の
が
あ
る
か
ら
で
す
.

し
か
し
.
法
の
網
を
く
ぐ
っ
た
も

の
を
私
た
ち
は
.
見
分
け
ら
れ
る
で

し
ょ
う
か
.
し
か
も
安
全
と
さ
れ
て

い
た
添
加
物
で
さ
え
.
そ
の
毒
性
か

問
題
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
.
た
と

え
ば
清
酒
の
中
の
サ
リ
チ
ル
酸
、
味

曦
の
中
の
デ
ヒ
ド
ロ
酢
酸
.
ア
イ
ス

ク
リ
ー

ム
や
ジ
ャ
ム
の
中
の
サ
ｙ
カ

リ
ン
、
お
菓
子
や
あ
め
の
中
の
赤
色

Ⅲ
号
、
紫
色
1
号
な
ど
.
し
か
し
.

こ
れ
ら
が
入
っ
て
い
る
の
か
い
な
い

の
か
.
ま
た
ど
れ
ほ
ど
入
っ
て
い
る

の
か
、
ま
っ
た
く
素
人
に
は
わ
か
り

ま
せ
ん
.
す
べ
て
メ
ー
カ
ー
の
良
識

と
信
頼
に

か
か
っ
て

い
る

わ
け
で

す
。
さ
ら
に
、
そ
の
毒
性
に
つ
い
て

も
。
人
に
よ
っ
て
は
無
害
で
す
ぎ
て

し
ま
う
人
も
あ
り
、
ま
た
敏
感
に
反

応
す
る
人
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
私
た
ち

は
食
品
か
ら
ど
う
や
っ
て
身
を
守
っ

た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
?

第
一
の
方
法
は
、
片
寄
っ
た
食
べ

方
を
し
な
い
こ
と
で
す
。
好
き
だ
か

ら
と
い
っ
て
。
毎
日
同
じ
も
の
を
た

く
さ
ん
食
べ
て
い
る
と
特
定
の
物
質

が
体
内
に
多
量
に
蓄
積
す
る
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
片
寄
ら
な
い
よ

う
に
、
偏
食
し
な
い
よ
う
に
し
て
'

そ
の
毒
性
を
さ
け
る
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

第
二
に
。
み
せ
か
け
食
品
。
粗
悪

食
品
を
賈
わ
な
い
こ
と
。
き
れ
い
だ

か
ら
。
安
い
か
ら
で
ア
ヤ
シ
ゲ
な
食

品
に
飛
ひ
つ
か
な
い
こ
と
で
す
。

な
お
疑
問
な
も
の
に
つ
い
て
。
検

査
し
て
ほ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
時
は

▼
国
竃
有
楽
町
駅
前
東
京
交
通
会
館

内
(
千
代
田
区
有
楽
町
ニ
ー
一
三
)

東
京
都
消
費
者
セ
ン
タ
ー
か
、
国
電

鏑
糸
町
駅
前
江
東
デ
パ
ー
ト
内
(
墨

田
区
江
東
橋
四
一

二
六一

五
)
の
都

消
費
セ
ン
タ
ー
江
東
支
都
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

これらの中にも添加物が

足
立
の

史

話

日
光
街
道
を
た
ず
ね
て
(
1
6
)

―
―
掃
部
宿
　
そ
の
六
―
―勝

山
準四
郎

掃
部
宿
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と

は
旧
熊
谷
堤
(
区
役
所
前
通
り
)
と
掃
部
堤
に
囲

ま
れ
た
全
域
で
.
そ
れ
だ
け
で
も
現
千
住
吉
元
町
.

千
住
伸
町
.
千
住
柬
一
丁
目
.
二
丁
目
(
一
都
)

に
ま
た
が
る
区
域
で
あ
る
.
そ
こ
へ
関
屋
も
加
わ

っ
だ
の
だ
か
ら
か
な
り
広
い
地
域
で
あ
っ
た
.
後

の
こ
と
に
な
る
が
明
治
二
年
小
菅
県
が
設
け
ら
れ

た
際
.
こ
の
掃
部
襦
は
.
河
原
、
橋
戸
町
と
と
も

に
千
住
宿
中
絶
と
改
称
さ
れ
た
.
(

注
、
北
組
は

千
住
一
丁
目
か
ら
五
丁
目
.
南
組
は
南
千
住
の
小

濛
原
町
中
村
町
)
そ
し
て
こ
の
中
組
の
名
は
、
昭

和
六
年
千
住
町
の
町
名
変
更
ま
で
大
字
名
と
し
て

残
り
.
さ
ら
に
都
電
停
留
所
名
と
し
て
は
千
住
中

組
L
京
成
千
生
大
橋
駅
前
で
つ
い
こ
の
間
ま
で
鶻

し
ま
れ
て
き
た
呼
ぴ
名
で
あ
っ
た
.

と
こ
ろ
で
新
田
開
発
の
当
地
が
.
千
住
襦
の
新

宿
と
し
て
.

宿
場
諸
役
を
分
担
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
.
万
治
元
年
(
一
六
五
(
)
四
代
家
綱
将
軍

の
時
で
あ
り
.
掃
都
堤
か
築
か
れ
て
四
十
年
後
の

こ
と
で
あ
る
.
そ
の
間
の
開
拓
の
実
績
が
、
宿
役

負
担
の
力
あ
り
と
認
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
.

事
実
.
そ
の
後
の
糯
役
割
付
を
み
る
と
.
旧
摎
各
町

(
一
丁
目
～
五
丁
目
)
と
同
じ
よ
う
な
負
担
を
し

て
い
る
。
享
保
十
九
年
(
一
七
三
四
)
に
は
。
伝

馬
分
担
二
十
二
軒
(
十
七
疋
分
―
金
四
十
二
両
二

岔

歩
行
(
人
足
)
分
担
七
軒
(
七
、
六
人
分
―

金
九
両
二
分
)
と
な
っ
て
お
り
、
合
わ
せ
て
二
十

九
軒
は
。
立
派
な
本
百
姓
で
あ
る
。
こ
の
家
々
は

皆
旧
道
沿
い
に
屋
敷
を
構
え
、
は
じ
め
は
鶫
業
一

筋
で
あ
っ
た
が
.
後
に
は
商
売
兼
業
と
変
わ
っ
て

き
て
い
る
.
こ
れ
は
何
も
当
襦
だ
け
の
こ
と
で
は

な
い
が
.
村
か
ら
町
へ
の
発
展
を
語
っ
て
い
る
こ

と
な
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
当
時
の
人
た
ち
は
。
人

別
帳
や
年
X
な
ど
の
役
所
関
係
文
一
に
は
百
姓
某

と
名
乗
り
、営
業
用
に
は
何
屋
某
と
屋
号
を
便
い
。

神
仏
関
係
に
は
苗
字
名
前
と
使
い
わ
け
て
い
た
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
当
襦
の
商
家
に
は
割
方
川
魚
と
米
般

商
が
多
か
っ
た
。
旧
宿
が
旅
宿
、
飲
食
店
と
旅
客

相
手
の
店
舗
が
目
立
っ
た
の
に
比
し
て
。
河
原
町

と
と
も
に
台
所
に
つ
な
が
る
商
家
で
あ
っ
た
。
そ

れ
だ
け
活
気
も
あ
り
。
豪
壮
な
店
造
り
も
あ
っ
た

の
か
『
い
き
な
掃
都
宿
い
な
せ
な
河
原
』
と
う
た

わ
れ
る
町
並
に
ま
で
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
こ
と

ぱ
通
り
昭
和
初
期
の
こ
の
旧
潭
(
丸
爽
通
り
)
は
。

千
住
町
内
で
も
こ
こ
ほ
ど
明
る
く
躙
ぎ
や
か
な
通

り
は
少
な
か
っ
た
。
峨
後
は
人
の
流
れ
を
変
え
た

の
か
、
今
は
人
影
も
ま
ぱ
ら
で
あ
る
。
さ
て
そ
の

川
魚
業
者
は
先
の
氷
川
神
社
の
寄
進
石
柱
に
あ
る

よ
う
に
、
徳
鳥
里
(
新
蔵
)

。
申
田
屋
の
外
。
鮒

(ふ
な
)
屋
、
大
鮒
屋
。
鰉
屋
な
ど
売
物
を
屋
号

に
し
た
店
を
十
軒
程
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
中
で
鮒
与
さ
ん
(
内
田
家
)
だ
け
は
。
昔
な
が

ら
盛
集
中
で
あ
る
。
同
家
に
は
千
住
酒
戦
(
後
述
)

に
使
わ
れ
た
と
伝
わ
る
尺
余
の
大
盃
「
都
鳥
」
が

秘
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
家
か
ら
故
文
学
博
士

内
田
銀
蔵
氏
が
出
生
し
て
い
る
。
博
士
は
京
都
大

学
国
史
掌
科
の
開
設
者
で
あ
り
、
足
立
の
生
ん
だ

経
済
史
学
者
で
あ
っ
た

。
薑
は
日
ノ
出
町
膺
亮
寺

に
あ
る
。(

こ
の
項
つ
づ
く
)

三升入りの大盃「都鳥」

工事予定次
の
と
お
り
各
種
工
事

が
行
な
わ
れ
ま
す
。
し
ば

ら
く
の
間
。
ご
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

道路舗装工事

▼
東
伊
輿
町
七
か
ら
一
八
番
地
先
・・・
四

十
八
年
二
月
六
日
ま
で

▼
新
田
二
丁
目
三
か
ら
三
丁
目
七
番
先

・・・
四
十
(
年
一
月
二
十
七
日
ま
で

▼
西
伊
興
町
五
二
か
ら
六
二
番
地
先
は

か
二
か
所
・・・
四
十
(
年
二
月
六
日
ま

で水
路
蓋
掛
工
事

▼
西
新
井
一
丁
目
三
五
か
ら
三
七
番
先

ほ
か
一
か
所
・・・
四
十
(
年
一
月
二
十

六
日
ま
で

▼
竹
の
塚
三
丁
目
二
番
先
・
牛

二
月
こ

十
(
日
ま
で

▼
竹
の
塚
六
丁
目
二
四
か
ら
二
五
番
先

・・・
四
十
(
年
二
月
六
日
ま
で

側溝改修工事

▼
青
井
二
丁
目
一
六
か
ら
I
i

先
ほ

か
一
か
所
・・一
十
二
月
二
十
(
日

ま

で水路改修工事

▼
鳥
根
一
丁
目
一
四
か
ら
二
丁
目
二
〇

番
先
・・・四
十
(
年
三
月
(
日
ま
で

▼
東
伊
具
町
三
か
ら
五
番
地
先
・・・
四
十

八
年
三
月
九
日
ま
で

水路浚せっ工
事

y
東
綾
瀬
一
丁
目
三
か
ら
東
和
一
丁
目

一
番
先
ほ
か
二
か
所
・・・四
十
(
年
一

月
十
一
日
ま
で

マ
ン
ホ
ー
ル
に
残
土
な
ど
を

捨
て
な
い
よ
う
に

最
近
.
鷆
築
現
場
な
ど
か
ら
出
る
屑

材
・
残
土
・
ミ
キ
サ
ー
車
の
洗
浄
廃
水

を
.
マ
ン
ホ
ー
ル
に
直
接
捨
て
る
行
為

か
増
え
.
そ
の
た
め
に
下
水
管
の
つ
ま

り
.
破
損
な
ど
の
事
故
か
あ
い
つ
い
で

起
こ
り
.
維
持
管
理
上
大
き
な
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
.

工
事
関
係
者
の
方
は
、
マ
ン
ホ
ー
ル

に
残
土
な
ど
を
捨
て
な
い
よ
う
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
.

な
抽
.
区
民
の
み
な
さ
ん
が
、
こ
の

よ
う
な
現
場
を
兄
か
け
た
時
は
、
ご
面

倒
で
す
が
最
寄
り
の
下
水
一
局
管
理
事

務
所
へ
.
車
体
ナ
ン
バ
ー
・
工
事
業
者

名
な
ど
を
ご
通
報
く
だ
さ
る
よ
う
ご
協

力
を
抽
願
い
い
た
し
ま
す
。

北
部
第
一
管
理
事
務
所

営
八
〇
二
-
四
六
ニ

ー
亠
(

北
部
第
二
管
理
事
務
所

曾
九
〇
六
-
二
四
一
7

六

おすみですか

特
別
区
民
税
(
第
三
期
分
)
の
納
期

限
は
す
き
ま
し
た
が
。
十
一
月
中
は
ま

だ
銀
行
・
億
用
金
庫
・
槽
用
組
合
・
農
貪

協
同
組
合
で
も
納
め
ら
れ
ま
す
。(
納

税
通
知
一
は
必
ず
ご
持
参
く
だ
さ
い
)

問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
納
税
課
へ

ど
う
ぞ
。

部落問
題の
理
解
の
た
め
に
(
5

)
部落差別と私

東
京
で
、
ま
だ
都
落
解
放
運
助
が

組
織
的
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
だ
十

数
年
前
。
京
都
の
京
都
会
館
で

。
全

国
的
な
集
会
が
ひ
ら
か
れ
た
。
私
は

手
弁
当
で
番
加
し

。
全
国
の
仲
間
と

交
流
し
た
。

集
会
が
終

。
た
の
で
帰
ろ
う
と
し

た
と
こ
ろ
。
出
口
で
岡
山
の
友
達
と

ぱ
っ
た
り
出
会
い
。
会
館
の
食
堂
に

入
っ
て
、色
ん
な
話
に
時
を
忘
れ
た
。

ふ
と
煙
草
か
な
く
な

。
た
の
で
。

食
賞
の
隅
の
売
店
に
行
っ
て
煙
草
を

求
め
た
。
売
店
の
女
の
子
が
ヶ
-
ス

か
ら
煙
草
を
と
り
だ
し
。
カ
ウ
ン
タ

ー
の
上
に
ほ
う
り
投
げ
る
よ
う
に
お

い
た
。
一
寸
乱
暴
な
子
だ
な
と
思
っ

た
が
。
銭
を
だ
し
て
纜
そ
う

と
し

た
。
女
の
子
は
手
を
だ
さ
な
い
。
カ

ウ
ン
タ
ー
の
上
に
お
け
と
手
ま
ね
す

る
。
そ
の
日
の
集
会
は
都
落
の
人
間

の
集
り
だ
と
い
う
こ
と
は
充
分
知
っ

て
い
る
は
ず
だ
。
そ
こ
で
そ
ん
な
行

動
を
と
っ
た
わ
け
だ
。
私
は
餓
を
カ

ウ
ン
タ
ー
に
叩
き
つ
け
る
と
共
に
大

声
で
ど
な
り
つ
け
、
売
店
の
経
営
者

を
呼
ん
で
。
そ
の
都
落
兼
別
の
行
動

を
糾
弾
し
た
。
都
落
の
者
は
き
た
な

ら
し
い
と
い
う
そ
の
態
度
に
部
落
差

別
の
根
の
深
さ
を
あ
ら
た
め
て
知
っ

た
。(
部
落
解
放
同
盟
足
立
支
都
)

児童福祉需要調査に

ご協力を

区
で
は
、
今
後
の
保
育
事
葉
の
必
要

性
を
調
べ
る
た
め
、
日
大
社
会
学
研
究

室
に
調
査
を
た
の
み
ま
し
た
の
で
.

ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
.

調
査
の
対
象
…
就
学
前
の
お
子
さ
ん
の

い
る
全
世
帯
を
対
象
に
.
コ
ン
ピ
ュ
ー

夕
で
抽
出
し
た
二
千
世
帯
の
お
宅

調
査
期
間
・・
十
一
月
二
十
日
(
月
)
？

十
二
月
二
十
日
(
水
)
ま
で

調
査
内
容
・
亠

童
褊
祉
全
般
に
関
す
る

要
望
・
家
庭
の
臾
態
な
ど
に
つ
い
て
の

質
問
一

を
あ
ら
か
じ
め
郵
送
し
て
調
査

し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
。
区
役
所
保
育
課
へ
ど

う
ぞ
。

緑化運動の標語を
募集しています

首
都
緑
化
推
進
委
員
会
で
は
、
環
境

緑
化
・
森
林
愛
護
・
自
然
保
護
な
ど
.

お
も
に
緑
(
樹
木
)
の
保
護
と
回
復
を

呼
ぴ
か
け
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
標

語
を
募
集
し
て
い
ま
す
.

■
応
募
方
法
-
「
緑
化
運
助
標
語
」
と

し
て
.
官
製
(
ガ
キ

ー
枚
に
一
句
を
記

載
し
.
応
募
者
の
住
所
・
氏
名
・
年
令
・

職
業
を
明
記
の
う
え
郵
送
の
こ
と
(
学

生
の
錫
合
は
学
校
名
・
学
年
も
必
ず
配

入
の
こ
と
)

■
応
募
賚
格
丿
都
内
居
住
者

回
締
切
期
限
-
十
一
月
三
十
日

■
送
付
先
1
〒
一
〇
〇

東
京
都
千
代

田
区
九
の
内
三
-
(
-

一
(

都
庁
経

済
局
員
林
都
林
務
課
内
)
首
都
緑
化

推違委員会事務局

足立授産場の
ご利用を

五
十
歳
以
上
で
仕
事
を
し
た
い
方
は

足
立
授
産
湯
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

作
業
の
よ
う
す
な
ど
知
り
た
い
方
も

ど
う
ぞ
。(
五
十
戚
未
満
の
か
た
で
も

家
庭
で
で
き
る
仕
事
か
あ
り
ま
す
)

◇
仕
事
の
内
容
―
箱
折
各
種
。
タ
オ
ル

折
。
下
札
糸
付
、
袋
は
り
等
◇
時
間
―

午
前
九
時
～
午
後
五
時
◇
工
賃
―
出
来

高
に
応
じ
て
毎
月
(
日
に
支
払
い
ま
す

◇
作
業
鳩
内
暖
冷
房
完
備

◇
間
合
先
l
東
京
都
足
立
授
産
湯
(
千

住
元
町
三
四
ノ
ー・
千
住
区
民
福
祉
セ

ン
タ
ト
内
)
曾
八
八
一
一
五
五
四
八

事業内訓練の
おすすめ

都
で
は
、
技
能
労
働
者
の
不
足
に
対

処
す
る
た
め
。
生
産
に
適
応
で
き
る
技

能
労
働
者
を
養
成
す
る
た
め
の
事
業
内

戰
業
馴
練
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

一
定
の
基
準
に
し
た
が

。て
職
業
訓

練
を
行
な
う
企
業
や
。
そ
の
団
休
に
対

し
て
は
補
助
金
の
交
付
な
ど
行
な
っ
て

い
ま
す
。
あ
な
た
の
事
業
の
発
展
と
勵

く
人
々
の
生
活
安
定
を
は
か
り
、
さ
ら

に
生
産
性
を
高
め
る
た
め
事
業
内
訓
練

を
お
す
す
し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、
都
立
足
立
高
等
職
業

馴
練
校
(
曾
六
〇
五
-
六
一
四
六
)
、

ま
た
は
。
労
働
局
職
業
訓
練
紡
訓
練
課

(曾
二
二
〒

五
九
八
五
)
へ
ど
う
ぞ
。

街路燈が
故障していたら

支
柱
が
だ
い
だ
い
色
の
水
銀
街
路
燈

が
故
障
し
て
い
た
ら
、
そ
の
街
路
燈
の

番
号
(
四
？
五
桁
の
白
い
番
号
札
・
区

の
マ
ー
ク
付
)
・
所
在
地
・
目
標
を
ご

連
絡
く
だ
さ
れ
ば
.区
で
修
理
し
ま
す
.

な
お
、
蛍
光
燈
・
白
熟
燈
は
.
区
の

番
号
札
が
つ
い
て
い
ま
す
が
.
地
元
の

町
会
.
ま
た
は
.
自
冶
会
に
管
理
を
委

託
し
て
い
ま
す
の
で
.
'故
障
し
て
い
る

と
き
は
.
町
会
ま
た
は
.
自
治
会
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
.
ま
た
.
私
道
に
あ
る

防
犯
燈
も
地
元
で
管
理
し
て
い
ま
す
.

区
の
連
絡
先
は
.
区
役
所
第
二
庁
舎
街

輅
照
明
係
へ

街頭都民相談の
ご利用を

都
政
に
対
す
る
苦
情
・
意
見

法
襌
相
談
・
交
通
事
故
相
談

1
1日
2
4日
(
金
)
午
後
一
時
～

4
時

北
千
住
駅
西
口
広
場

年
末
調
整
の
説
明
会

給
与
所
得
・
住

民

税

給
与
支
払
報
告
書
な
ど

今
年
も
年
末
調
整
の
時
期
と
な
り
ま

し
た
。

足
立
・
西
新
井
税
務
署
で
は
.
次
の

と
お
り
説
明
会
を
行
な
い
ま
す
の
で
.

区
内
事
務
所
・
会
社
等
の
給
与
関
係
の

方
は
、
ぜ
ひ
ご
出
席
く
だ
さ
い
.

▽
本
年
の
芻
も
な
改
正
珊
目

旧
老
人
扶
養
控
除
制
度
が
股
け
ら
れ
ま

し
た

閖
か
婦
の
要
件
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た

凶
通
動
手
当
の
非
課
税
限
度
額
が
引
上

け
ら
れ
ま
し
た

掲示
板

■
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル

ヘ
どうぞ

区
内
小
・
中
・
高
等
学
校
な
ら
び

に
職
場
や
地
域
の
合
唱
グ
ル
ー
プ
の

合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
が
.
区
教
育
委
員

会
主
催
で
次
の
と
お
り
行
な
わ
れ
ま

す
.
出
場
の
申
込
み
は
締
切
り
ま
し

た
が
.
ご
鑑
賞
に
な
り
た
い
方
は
.

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
ど
う
ぞ
.

期
日

十
二
月
二
日
(
土
)
午
後
一
時

会
場

足
立
区
文
化
会
館

■法務相談所の開設

日
時
-
十
一
月
二
十
三
日
(
木
)
・

二
十
四
日
(
金
)

午
前
十
時
～

午
後
四
時

堤
所
-
松
坂
屋
銀
座
店
(
新
館
五
階
)

相
談
内
容
-
人
権
・
登
妃
・
戸
籍
・

国
籍
・
供
託
の
各
相
岐

■公給領収証を
忘れずに

み
な
さ
ん
が
飲
食
店
な
ど
を
利
用

し
た
と
き
、
お
支
払
い
に
な
る
代
金

に
料
理
飲
食
等
消
費
税
が
含
ま
れ
て

お
り
.こ
の
税
は
.
住
み
よ
い
柬
亰
づ

く
り
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
.

み
な
さ
ん
の
支
払
っ
た
消
費
税
が

正
し
く
都
に
納
入
さ
れ
役

立
つ
よ

う
、
飲
食
店
な
ど
ご
利
用
の
と
き
は

必
ず
代
金
と
引
換
え
に
、
公
給
領
収

所
を
お
受
け
と
り
く
だ
さ
い
。

電話番号の変更

足立社会保険事務所

旧
曾
(
(
(
上
(
I

}
}

斬
雪八八一
-一ニニ
ー

■囲碁大会

日
時
一
十
一
月
二
十
三
日
(
木
)

場
所
-
足
立
動
労
福
祉
会
館

定
員
-
百
名

S
加
費
-
無
料

申
込
方
法
-
二
十
二
日
(
水
)
ま
で

一
晒
で
左
記
へ

。

足
立
動
労
福
祉
会
館

甞
(
四
〇
一
一
賢
三
五
？
七

■
わたしの便利帳
配布中

わ
た
し
の
便
利
帳
七
十
二
年
版
が

で
き
あ
が
り
ま
し
た
。

現
在
、
み
な
さ
ん
の
お
手
も
と
に

お
配
り
し
て
い
ま
す
が
。
十
(
万
世

帯
に
配
る
の
で
十
二
月
中
旬
ま
で
か

か
る
見
込
み
で
す
。

万
一
。
届
か
な
い
時
は
ご
面
倒
で

も
。
広
報
課
へ
お
申
出
く
だ
さ
い
。

米穀類購入通帳の有効期間延長… 昭和47年11月30日を昭和48年11月30日に Y. T　200, 000


